
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月３１日 ２０時１５分ごろ 

発生場所 愛媛県伊予市郡中
ぐんちゅう

港 

郡中港西防波堤灯台から真方位００３°２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４５.７′ 東経１３２°４１.６′） 

事故の概要  漁船常清
じょうせい

丸は、南進中、また、プレジャーボート昌和
しょうわ

は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 常清丸、４.９トン 

   ＥＨ３－２３２８８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 昌和、５トン未満（長さ１１.３９ｍ） 

   ２８１－３７０２１愛媛、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部左舷側ハンドレールに擦過傷 

Ｂ 後部マストの折損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人２人を乗せ、手動操舵によ

り南進していた。 

 船長Ａは、船首方で打ち上げられている花火を見ながら航行を続け

たところ、Ｂ船に衝突した。 

 Ａ船には、レーダーがなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂの家族１人を乗せ、花火

大会の警戒船として船首を東南東方に向けて漂泊していた。 

 船長Ｂは、左舷船尾方から接近するＡ船を視認したが、０.７５海

里レンジに設定したレーダー画面にＡ船が映っていなかったので、ま

だ距離があると思い、船首方の岸壁上で花火を観覧する人たちが海中

転落しないように警戒していた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、打ち上げられている花火を見ていて見張りを適

切に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かなかっ

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、岸壁上で花火を観覧する人たちの警戒に意識を

向け、Ｂ船に向けて接近するＡ船を失念したことから、漂泊を続けた



ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、船長Ａが見張りを適切に行わず、また、船長Ｂが

Ｂ船に向けて接近するＡ船を失念したため、両船が衝突したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 

 


